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法整備の流れ
医療介護総合確保推進法平成 26 年(2014 年)6月成立・公布

医療介護総合確保方針平成 26 年(2014 年)9月告示

病床機能報告制度平成 26 年(2014 年)10 月より開始

地域医療構想策定ガイドライン平成27年 3月

平成２８年度診療報酬改定
地域医療構想平成28年 (2016年)10月埼玉県策定

地域包括ケアシステム ２大車輪と考えます。



埼玉県の場合
平成28年 (2016年)10月に埼玉県地域医療構想が策定されました。

• 第1節地域医療構想策定の趣旨
急速な高齢化の進展により、本県においても、いわゆる「団塊の世代」の全てが75歳以上とな
る平成37年(2025年)には、年齢構成などの人口構造の変化に伴う医療・介護の需要の大きな変
化が見込まれています。このような中、医療や介護を必要とする県民が、できる限り住み慣れ
た地域で必要なサービスの提供を受けられる体制を確保することが求められます。
そのためには、地域ごとに異なる条件や実情を踏まえ、限られた医療資源を効率的に活用でき
る医療提供体制の「将来像」を明らかにしていく必要があります。こうした中、平成26年6月
に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法
律」(平成26年法律第83号)が成立し、改正された医療法(昭和23年法律第205号)が平成27年4月 1 
日から施行されました。この改正により、各構想区域における将来の医療提供体制に関する構
想(以下「地域医療構想」という。)が、各都道府県が定める医療計画の一部に加えられること
となりました。そこで、医療法関係法令及び「地域医療構想策定ガイドライン」(平成27年 3月
31日付け医政発0331第53号。以下「ガイドライン」という。)に基つぎ、第6次の埼玉県地域保
健医療計画(平成25年度~29年度)の一部として地域医療構想を策定するものです。
本構想は第6次の埼玉県地域保健医療計画(平成25年度(2013年度)~29年度(2017年度))の一部とし
て策定したものですが、第7次埼玉県地域保健医療計画(平成30年度(2018年度)~35年度(2023年
度))に、引き続き位置付けます。

６次までの医療計画は５年毎ですが、地域医療構想は第６次医療計画の
途中で入ってきたためこのような表現になっています。
また、第７次医療計画は６年間の医療計画に変更（ダブル改定に合わせ
てきました）されたのも大きなポイントです。



医療計画について（埼玉県）
第６次医療計画 平成２５年度～平成２９年度
平成２６年度診療報酬改定→亜急性期廃止

地域包括ケア病棟新設
平成２８年度診療報酬改定
地域医療構想平成28年 (2016年)10月埼玉県策定

平成３０年度診療報酬改定（ダブル改定）
第７次医療計画 平成３０年度～平成３５年度

次のダブル改定は平成３６年度（２０２４年度）で
第８次医療計画同時スタートであり、２０２５年ま
であと１年で地域医療構想が完結という図式です。



介護保険について
平成 29年 8 月 10日に医政地発0810第1号、老介
発 0810第 1 号、保連発 0810第 1 号厚生労働省
より通知があった。
第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画における整備目標及
びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について
2025年に向けて、地域医療構想を推進するためには、慢性期機能から介
護施設・在宅医療等への転換を含めた追加的需要について、地域の実情
に応じて適切に受け皿の整備がなされる必要があり、第7次医療計画及び
第7期介護保険事業(支援)計画においては、この受け皿整備の必要量を踏
まえた在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みを、
それぞれの計画の間で整合的に、かつ受け皿整備の先送りが発生しない
よう計画的に設定する必要がある。

ポイント！
第7期介護保険事業(支援)計画は、第7次医療計画とセットで考えなければならない。
当然、地域医療構想もその一部として考える。



第７期介護保険事業(支援)計画
・３年ごとに策定。
・第７期は平成３０年度～３２年度
・埼玉県では埼玉県高齢者支援計画と名称変更
埼玉県高齢者支援計画は特養、介護付き有料老人
ホームなどが対象。

・地域密着型(介護予防)サービスや地域包括支援
センターなどは市町村で策定。

・市町村策定の介護保険事業計画は地域包括ケア
システムを推進する為にも重要。

・第7期からは医療計画と同時スタートで連動するの
で両方をチェックすることが重要！



病床機能の分化・連携による在宅医療等
の新たなサービス必要量の推計 (人/日) 

２倍

３倍

埼玉県全体

埼玉県第７期介護保険事業(支援)計画より



地域医療構想からのデータ
埼玉県 南西部



• 1.計画策定の趣旨
本市では、平成 27 年 3 月に策定しました『あんしん元気生き生きプ

ラン 2015(第 6 期富士見市高齢者保健福祉計画)』に基つぎ、介護・医
療・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシ
ステム」の充実に向け、地域密着型特別養護老人ホームや定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所の整備や、介護予防・日常生活支援総
合事業の開始に向けた取組みなど、「健康で生き生きと生活できる支
えあいの地域社会つぐり」を推進してまいりました。
このたび、第6期計画が平成 29 年度に最終年度を迎えることから、

新たに『あんしん元気生き生きプラン 2018(第 7 期富士見市高齢者保健
福祉計画)』を策定しました。
次の3か年となる第 7 期富士見市高齢者保健福祉計画は、第 6 期に引

き続き、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年を念頭におき、認知
症高齢者や高齢者世帯の増加が見込まれることから、「地域包括ケア
システム」のさらなる深化・推進を行いながら、特に高齢者の自立支
援や重度化防止に向けた取組みや地域共生社会の実現に向けた取組み
の推進が求められています。
また、介護保険制度を持続可能な制度とするため、平成 30 年 8 月か

らは現役並みの高い所得を有する方の利用者負担割合が 2 割から 3 割
に引き上げられるなど、今期も多くの制度改正が行われますが、本計
画はこうした制度改正の動向に合わせ、中長期的な視点に立ち、これ
までの計画の進捗状況を踏まえてサービス内容や給付量を推計し、策
定しています。

第7期富士見市高齢者保健福祉計画



データヘルス計画
さらに、特定健診とレセプトの情報を元に各市町
村でデータヘルス計画が策定されます。
第１期は平成２８年度から２９年度まで。
当初第２期は、平成３０年度から５年ごとの策定
でしたが、結局第２期は平成３０年度から平成３
５年の６年間に変更されています。

ポイント！
第７次医療計画及び第７期介護保険事業(支援)計画
データヘルス計画、診療報酬改定、介護報酬改定
が全て横並びで連動して動くということです。



富士見市の第２期データヘルス計画



自施設に関係する計画書などを揃え
ましょう！ （チェックリスト）

□ 医療介護総合確保推進法 （国）
□ 医療介護総合確保方針 （国）
□ 地域医療構想策定のためのガイドライン（国）
□ 地域医療構想 （都道府県）
□ 第７次医療計画 （都道府県）
□ 第７期介護保険事業(支援)計画 （都道府県と市町村）
□ データヘルス計画 （市町村）
□ 第２期データヘルス計画 （市町村）



医療と介護はセットで動く！
これまで見てきた法律や計画などは全て、医療と介護の
両方からアプローチして病床機能や病床数、介護施設、
介護事業所の必要数を決めてきます。
当然医療と介護の連携がポイントにもなってきます。
平成３０年度以降は各計画が同時に改定、策定されてき
ますのでなおさらです。

ポイント！
医療と介護の両方を熟知している人材が必要。



行政の情報を捉えましょう
埼玉県の医療、介護の政策はどうなっているのか？

保険医療部、福祉部がポイントです。
その下部組織でみなさんは申請とか変更、廃止など
をおこなってます。

また、厚生局は保険医療の請求に関する要となりま
す。施設基準は厚生局が受理してから国保連などの
支払基金に厚生局が連絡を行います。
自由診療であれば、厚生局はノータッチです。



埼玉県機構図
（平成３０年４月１日）

知事の権限は当然ありま
すが、保険医療部、福祉
部の部長、副部長さんの
名前くらいはチェックし
ておきましょう。

また、年度が変わると人
事異動の情報も県のホー
ムページで公開されるの
でチェックしておきま
しょう。



ちょっとした情報です。
平姓３０年５月初旬に医療法改定の情報が流れました。



地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開
設や増床に係る都道府県知事の権限の追加
って何でしょう？
調べると、医療法及び医師法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号) に
下記の記述がありました。

• 都道府県知事は、病院の開設等の許可の申請が
あった場合において、構想区域における病床の数
が、当該構想区域における将来の病床数の必要量
の合計に既に達している等と認めるときは、必要
な手続を経た上で、申請者(公的医療機関等に限
る。)に対し、病院の開設等の許可を与えないこと
ができる。
答えです。
今までは病床を増やす場合、知事の特別枠というのが有ったんです。
今後も特別枠があるとせっかく地域医療構想の一環で決めた増床数が
意味の無いものになってしまうと言うことですね。



病床数が出てきたところで、
埼玉県では、

病床はどれだけ足りないのか？



全体 高度急
性期 急性期 回復期 慢性期 無回答

平成27年度 病床
機能報告 50,023 6,389 24,674 4,023 12,552 2,385 

平成37年 必要病
床数推計 54,210 5,528 17,954 16,717 14,011 

差引 ▲4,18
7 

861 6,720 
▲12,69

4
▲1,459 

※全体の差引(4,187床)には、第6次の地域保健医療計画において公募により整備予定の病床数を 含んてい゙ません。

【図表17】病床機能報告による病床数と必要病床数の比較 (床)       

埼玉県２０２５年病床不足予想の変化
平成28年 (2016年)10月 埼玉県地域医療構想でのデータ

第６次の地域保健医療計画では、追加分も合わせて２４６６床認可された。
という事は、７次で全体では4,187ー2,466＝1,721不足と考えるのか？



第７次医療計画から病床の公
募が出ました。
4月17日に次のような頭分で発表されました。

地域の実情に応じ良好な医療提供体制を確保す
るため、第7次埼玉県地域保健医療計画に基づ
き、埼玉県地域医療構想において不足が推計さ
れている医療機能など医療課題に対応する病院
等の整備計画を募集します。



第7次埼玉県の公募病床数

二次保健医療圏 基準病床数(A) 既存病床数(B) 公募対象病床数
(C=A-B) 

南部 4,671 4,439 232 

南西部 4,604 4,500 104 

東部 8,184 7,734 450 

さいたま 7,566 7,825 0 

県央 3,323 3,196 127 

川越比企 7,111 6,786 325 

西部 7,648 7,455 193 

利根 4,284 4,077 207 

北部 2,802 3,604 0 

秩父 546 759 0 

合計 50,739 50,375 1,638 



どうでしょうか？
６次から見るとほんの少し減っています。
でもそれは病床機能報告と流出流入量の変化、人口
の増減を考えれば納得行く所ではあります。

それより注目したいのは以下の２点です。
① ６次では回復期が12,694 床不足
② 公募０床の二次医療圏では変化なし

（減らす事はしない）

ポイント！
「医療機能の分化・強化、連携の推進」
という今回（平成３０年度）の診療報酬改定で使わ
れているキーワードです。



平成３０年度の診療報酬改定では
もう一つのキーワード！
それは、「地域包括ケアシステム」です。
今回改定の告示の最初の部分です。

【I-1 地域包括ケアシステム構築のための取組の強化 -1】
1 入退院支援の推進
• 第1 基本的な考え方
骨子<I-1(1)>
住み慣れた地域で継続して生活できるよう、患者の
状態に応じた支援体制や地域との連携、外来部門と入
院部門(病棟)との連携等を推進する観点から評価を充
実する。



平成３０年度の診療報酬改定での
２つのキーワード

「医療機能の分化・強化、連携の推進」
と

「地域包括ケアシステム」
これは、全て
地域医療構想
第７次医療計画
第７期介護保険事業(支援)計画
データヘルス計画
第２期データヘルス計画
に繋がっています
また、２つのキーワードを推進するため、アウトカム（成果）色が
強く打ち出されています。
これは、介護報酬改定も同様です。全体では改定率＋0.54％ですが、基本報酬は
引き下げられ新設の加算は自立支援のインセンティブや外部リハ職との連携、
ターミナル関連など取れる範囲が増えています。



介護報酬の改定をもう一度見てみましょう









改定率の変遷

ここから何を読み取れるでしょう？



平成３０年度の診療報酬改定
さくら記念病院での例

・機能強化加算 ８０点（初診時）
かかりつけ医機能を評価した新設の加算
専門医療機関への受診の要否の判断を含めた初診時における医療機能
を評価する点数。地域包括診療料・加算など、かかりつけ医機能に係
る診療報酬の届出等を行っている診療所と200床未満の病院で算定が可能。

ここで「かかりつけ医療」に訪問診療が入って来ます。
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料を算定していて
在宅療養支援病院を取っている必要があります。
さくら記念病院では、在宅医療を重視し２年前から訪問診療に着手しました。
そのため、在宅療養支援病院３と、訪問看護はみなしで介護保険の算定も
行ってました。訪問看護ステーションを８月には開設しようと準備中です。
なので、何も新しいことをせず４月から算定できました。
年間２００万円の増収です。



・包括的支援加算 １５０点
訪問診療のメリハリを付ける為、新設の加算
月2回以上の在宅時医学総合管理料（在総管）を100点引き下げるが、
要介護2以上など「一定の状態にある患者」を算定対象とする
「包括的支援加算」（月1回150点）を新設
以下のいずれかに該当する患者

(1) 要介護2以上に相当する患者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクIIｂ以上の患者
(3) 週4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時または訪問看護時に処置（簡単な処置を除く）を行っている者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師がたんの吸引、胃ろう・腸ろう等の
処置を行っている患者
(6) その他、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

答申で出た内容は今ひとつ？もしかして減算？
って表現でしたが、告示ではプラスに転換。
訪問診療を行っている患者さんが要介護２以上、Ⅱb以上、訪問看護週４
回以上の方がいればOKでした。
現状のままで２２名の該当患者様がいました。
当然４月から請求をかけました。（年間４０万円増収）



・地域包括ケア入院医療管理料１
１．自宅等から入棟した患者割合３ヶ月で１割以上
２．自宅等からの緊急患者の受入３ヶ月で３人以上
３．在宅患者訪問診療料の算定回数が3月で20回以上であること。
４．介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーション等の介護
サービスを同一敷地内の施設等で実施していること。

さくら記念病院では答申が出た段階（２月７日）で改定後の管理料１を狙って
基準クリアに向かいました。
上記４つが新しい基準ですが、すぐクリアできました。
介護保険との連携が影響します！
訪問診療と、みなしですが訪問看護を行っていたからです。
また、直入院は今までの倍の３００点が初期加算で１４日間のおまけ付きで
す。
直入院と緊急患者はダブルカウントもOKなので意外と楽にクリアできます。
地域包括ケア入院医療管理料は、前月比７％、前年比１８％増です。
年間約1,200万円増収です。



透析部門では２４時間何時でも透析を昨年２月から開始して、長時間
透析の患者様が激増。
新設の長時間加算 150点（６時間以上）対象患者様多数。
時間外・休日加算が＋８０点、人工腎臓１取得、導入期加算２も取得
でき、水質加算の減算影響はほとんど無し。しかもPD（腹膜透析）も
行っているので他の関連加算にもプラスに影響。
等が重なり、４月は昨年比２％以上の増収となりました。

医療構想、医療計画、介護保険を見込んで
地域包括ケア病棟、訪問診療、訪問看護、
透析では長時間透析、腹膜透析（これは昔
からやってましたが）に取り組んできた結
果であると考えられます。



うれしいことです！
さくら記念病院では関連のクリニックが３つあ
ります。この４月１日で全て医療法人さくらで
法人化が完了しました。診療報酬改定と同時期
での法人化なので医事課も大変でした。遡及請
求も厚生局もドタバタ状態で変なこと言ってき
ましたがなんとか乗り切りました。
（施設基準全部出し直しで鍛えられたか？）
そんなとき、医事課の主任から、「退院時共同
指導料取りに行きませんか？」と、提案があり
ました。
特別な関係の緩和で同法人クリニックの患者様
がさくら記念病院退院時とれる指導料です。



これとは別に、介護支援等連携指導料（４００点／１回）は取ってますか？



実は、各クリニックの医師が毎週１回はさくら記念
病院に来ているので病院側は４００点プラス３００点、
クリニック側は９００点取れるのです。しかもク
リニックからの入院患者様は結構います。（絶えず
２名前後は入院しています）さらに、訪問看護ステ
ーションを立ち上げる予定ですから、病院は２００
０点も今後算定可能になります。

で、何が嬉しいかと言うと、
やっと提案型の医事課が出来上がった事です。
新しい加算を取ると仕事が増えるからと嫌な顔
する医事課職員が多いのが現状です。でもこれは、
私が考える、病院改善の課題の重要項目の１つです。
請求の詳細を解っている医事課が提案型にならない
とその病院はなかなか良くはならないのです。



情報交換会の意義
各法律、行政が出す計画、医療・介護の報酬改正
など全てを個人で把握するのはあまりに膨大！
でも、知っていれば先を読みやすいのです。
（一流のコンサルタントでも知らないことがある
場面はたくさん見てきました。）

それだからこそ、
この場所が重要になって来ると考えます。

お互いの情報交換、今後とも、
よろしくお願い致します。
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